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妹背牛町のお知らせ
information

広くなった妹背牛橋が 10月に開通します！

　平成 26 年度（2014 年度）から事業に着手した妹背牛橋の架
け替え工事が完了し、10 月 6 日に現地で開通式が行われます。
  国道 231 号と国道 12 号を結ぶ道道増毛稲田線の妹背牛橋は、
昭和 33 年に供用が開始され、住民の生活や産業を支える重要な
役割を担っています。
　一方、老朽化した橋梁には歩道がなく、大型車両同士のすれ違
いが難しいほど狭いため、安全性の向上が求められていました。
　今回の工事では、橋梁の幅が従来の 5.5 ㍍から 8 ㍍に拡幅。石
狩川上流側に幅３㍍の歩道を設置し、自動車や自転車、歩行者の
安全性と利便性を確保しました。
　なお、妹背牛橋は 6 日正午に開通する予定です。

◎年金生活者支援給付金について

　年金生活者給付金は、公的年金等の収入や所
得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支給されるも
のです。
　給付金は３種類あり、以下の支給要件を満た
している方が対象者です。また、前年分の所得
額が低下したことなどにより、新たに受け取る
ことができる方へは、請求書を毎年 9 月ごろに
順次送付しています。なお、現在受け取られて
いる方のお手続きは不要です。

 ①老齢年金生活者支援給付金

【支給要件】
• 65 歳以上で老齢基礎年金を受給していること
• 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
• 前年の公的年金等の収入とその他の所得（給与所得
や利子所得）の合計額が、878,900 円以下であること

【給付額】
　月額 5,140 円を基準に、保険料納付済期間等に応じ
て算出され、次の❶と❷の合計額となります。
❶保険料納付済期間に基づく額（月額）
＝ 5,140 円×保険料納付済期間 /480 月
❷保険料免除期間に基づく額（月額）
＝ 11,041 円×保険料免除期間 /480 月

②障害年金生活者支援給付金

【支給要件】
• 障害基礎年金を受給していること
• 前年の所得額が、4,721,000 円 + 扶養親族の
数× 38 万円以下であること

【給付額】
◎障害等級 2 級の方（月額）5,140 円　
◎障害等級 1 級の方（月額）6,425 円

③遺族年金生活者支援給付金

【支給要件】
• 遺族基礎年金を受給していること
• 前年の所得額が、
4,721,000 円 + 扶養親族の数× 38 万円以下であること

【給付額】
（月額）5,140 円

給付金専用ダイヤル☎ 0570-05-4092国民年金よりお知らせ



13 12

妹背牛町のお知らせ
information

暖房器具からの出火を防ごう！
　気温が低くなり、暖房器具を使う機会が増えて
きました。暖房器具は私たちにとって欠かせない
ものです。しかし、ちょっとした不注意や油断か
ら火災になってしまう場合があります。
　暖房器具を正しく安全に使用し、尊い命と財産
を守りましょう。

　　　
《暖房器具からの出火を防ぐには》

①衣類などの燃えやすい物の近くで使用しない

　ストーブの上で洗濯物を乾かすと、洗濯物が落
下して火災になる危険性があります。カーテンや
衣類、布団、ふすまなどの近くでは使用しないよ
うにしましょう。

②寝る時や外出する時は必ず火を消す

　布団などがストーブに接触して火災となる危険性が
ありますので、寝る時や外出する時は暖房器具のス
イッチを切る習慣を身に付けましょう。
　また、電気ストーブなどを長期間使用しない時には、
誤ってスイッチが入ることを防ぐためにコンセントか
らプラグを抜くか電池を抜きましょう。

③ポータブルストーブに給油をする際には
　　　　　　　　　　　　　　必ず火を消してから

　ポータブルストーブに給油をする際には、火が完全
に消えてから給油を行いましょう。また、給油をする
時に油が漏れてしまったらよく拭き取りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　深川消防署妹背牛支署

妹背牛駐在所よりお知らせ
　【重要】詐欺防止！NTTの新サービス！

　・70 歳以上の契約者、70 歳以上の方と同居する契約
　　者の方を対象とする新サービスがあります。
　・内容は、ナンバーディスプレイ（相手先番号の表示
　　機能）とナンバーリクエスト（非通知先に対する番
　　号の通知要請）の無償化です。
　・申し込みは、NTT 東日本の担当係ダイヤル 0120-
　　722-455 へ（9 時～ 17 時）。

【法改正】自転車にはヘルメットを！
　・自転車の死亡事故原因の約６割が頭部の外傷と
　　なっています。
　・SG マークなど安全適合マーク付きをお勧めします。

近隣における最近の特殊詐欺事例など
　・SNS を通じて知り合った外国人から投資話をメールで持
　　ちかけられ、指定口座に振り込みをし、現金を騙し取ら
　　れた事案。
　・携帯電話に対し、「サイトの利用料金が未納である」「支
　　払わないと裁判になる」という不審電話。
　・「NTT ファイナンスです」「未納料金があります」という
　　自動音声ガイダンスによる不審電話。
　・官公庁、銀行、電力会社、電話通信会社、そのほか大手
　　企業をかたり、料金が未納などの虚偽メール。
　・心あたりのない電話やメールは相手にせず、家族や警察
　　に相談を。
　　　　　　　　　　　　  　深川警察署妹背牛駐在所

令和 5 年度自衛官募集案内

資格 日本国籍を有し、採用予定月の
1 日現在 18 歳以上 33 歳未満の男女

受付期間 年間を通じて受付を行っております。

試験期日 10 月８日（日）～９日（月）
のいずれか１日

試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

【お問い合わせ先】　自衛隊旭川地方協力本部 旭川地区隊 TEL0166 － 55 － 0100

・自衛官候補生
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相続・遺言に関する終活セミナー
　相続や遺言書について、公証人・司法書士による講演、老後
の資産形成に関するファイナンシャルプランナーによる講演や
無料相談会（予約制）を行います。相続登記や遺言書の作成を
考えている方は、ぜひご参加ください。
日時：令和５年１０月１５日（日）午前９時３０分～午後４時３０分

場所：旭川市宮前１条３丁目３番１５号　旭川合同庁舎

定員：４０名（事前申込み先着順）

費用：参加無料

問合せ先：旭川地方法務局（TEL 0166-38-1179)

詳しくは旭川地方法務局ホームページをご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/

１０月は不正軽油防止強化月間です！
　道は１０月を「不正軽油防止強化月間」と定め、道内各地
でトラックなどの燃料抜取調査を実施します。

不正軽油は犯罪です！

　混和軽油（軽油＋灯油や重油）や製造軽油（軽油以外の油
から製造）など、不正軽油に関する情報をお寄せください。

   「不正軽油」を
【使わない】・【買わない】・【作らない】・【売らない】

　不正軽油は、脱税や環境汚染のほか、業者間での市場競争
の不公平化にもつながっています。道は不正軽油ストップ
１１０番を開設しています。不正軽油と思われる情報がある

ときは、フリーダイヤル 0800-8002-110 へ。

問合せ先　深川道税事務所課税係  TEL0164-23-3578
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安全に火山に登るために
～情報の活用を！～

　皆様は「火山登山者向けの情報提供ページ」をご存じでしょうか。
　このページでは全国の活火山の最新の活動状況のほか噴火が
発生したときに発表する「噴火速報」や火山活動に気になる変
化がみられるときに発表する「火山の状況に関する解説情報」
などの即時的な情報を掲載しています。また、噴火警戒レベル
のリーフレット（導入火山のみ）や関係自治体が作成している

「火山防災マップ」、各火山の周辺に設置した「監視カメラ映像」
のリンクなども掲載しています。
　火山周辺に出掛ける、あるいは登山の際には、「火山登山者
向けの情報提供ページ」から対象の火山を選択いただき、最新
の情報をご確認ください。なお、前触れもなく噴火することも
あるので、突然の噴火に備えてヘルメットなどを準備しましょう。

←気象庁
火山登山者向けの情報提供ページ

無料調停相談会の開催について
　深川調停協会では、金銭・土地・建物・交通
事故などのもめごとや、夫婦・親子・扶養・養
育費・相談などの家庭内や親族間のもめごとで
お困りの方に、調停制度の内容や手続きについ
て相談をお受けいたします。
　相談会では、裁判所の調停委員が、相談内容
の秘密を厳守し親切丁寧に対応いたします。予
約の必要はありません。ご希望の方は、お気軽
に、当日直接会場へお越しください。

１ 主催　　　深川調停協会
２ 開催日時　令和５年 11 月 11 日（土）
　　　　　　 午前 10 時～午後３時まで
３ 場所　　　深川市中央公民館
　　　　　　 深川市５条７番 23 号
４ 問合せ先　深川調停協会　庶務　青木
　　　　　　 TEL0164-22-3820


